
令和３年度所属委員会等
・佐倉市議会　副議長
・佐倉市議会 総務常任委員会
・佐倉市、酒々井町清掃組合議会議員

佐倉市議会便り

安心・安全なま
ちづくり

安心・安全なま
ちづくり

高木だいすけ
た　か　ぎ

令和４年２月議会　議会報告
２月定例会　議案第１号
令和４年度佐倉市一般会計予算ほか各特別会計、公営企業会計に賛成
令和４年度佐倉市一般会計予算は、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、その
影響予測も困難な状況下で編成されたものだが、景気回復に伴う市民税の増収に加
え、例年同様、国庫支出金など特定財源の確保、地方債や各種基金の活用を積極的に
図った結果、令和３年度当初予算比で約35億円増になりました。

持続可能な財政運営の堅持に努めた予算編成であったと高く評価し、歳出事業につ
いて概括すると、新型コロナウイルス感染症や災害復旧への対応に係る経費が引き
続き計上されています。

加えて、通学路等における歩行者、車両の通行の安全を確保する「交通安全施設整備
事業」や、市民の移動・日常生活における安心、安全、利便性の向上を図る「生活道路
整備事業」などが大きく増額されており、市民の生命や財産を守ることに重点が置か
れた予算と評価します。

また、夢咲くら館や佐倉城址公園の整備、佐倉ふ
るさと広場の拡張整備といった、地域活性化に
資する事業も計上されるなど、今日的課題への
対応だけではなく、将来をも見据えた予算であ
ると評価し、賛成しました。

新型コロナウイルスの変異が繰り返され、第７波
が懸念されている現状を踏まえれば、さらなる関
連施策の展開が求められているものと考える。

市民の健康や安全・安心の確保、アフターコロナ、ウイズコロナを見据えた、様々な地
域活動を健全に継続させるための支援策など、地域の実情や市民が真に必要とする
対策を的確に把握し、迅速かつ着実に進めてもらいたい。

なお、各特別会計並びに公営企業会計についても、適正な予算措置がなされていると
判断し、賛成しました。

本補正予算案は、令和２年度に交付された新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金のうち、国のルールに基づき、対象外となった額を２月定例会議案第37号
の同補正予算と併せ、国に返却するために必要な予算を計上したもので、延滞金の発
生等、さらなる損害を発生させないためにも、粛々と事務を進めるべきものと判断し、
賛成しました。

一方、本来、交付対象とされるべき事業が対象外となり、交付金を返還するに至った事
務誤りについては看過できるものではなく、執行部に対して猛省を促すとともに、本件
事務誤りの詳細について調査し、再発防止に必要なルール作り、体制作りを早急に進
めることを要望していきます。

また、本臨時交付金については、制度上、事業の追加や修正ができないなど、その利活
用の点において課題があるように感じる。

新型コロナウイルス感染症対策は、刻々と変化する状況へ即応することが重要です。
制度の柔軟な運用による同交付金の利活用を促進し、より効果的で迅速な事業展開が
可能となるよう国に要望するよう求めていきます。

詳しくは、
佐倉市議会ホームページ
をご覧ください。

http://sakurashigikai.gijiroku.com/
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佐倉市における新型コロナウィルス
に関する最新情報はこちらから

佐倉市新型コロナウイルス感染者情報
http://www.city.sakura.lg.jp/0000028036.html

FAX:043-309-5421
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